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「横浜市新型インフルエンザ対策行動計画」の改定について（報告） 

 

１ 趣 旨 

本市の新型インフルエンザ対策は、国の新型インフルエンザ対策行動計画に基づき、平成

17年に「横浜市新型インフルエンザ対策行動計画」を策定し、推進してきました。 

国の行動計画は、平成 21年に発生した弱毒性の新型インフルエンザ（A/H1N1）対策の経験

等を踏まえ、平成 23年 9月に改定されたところです。 

本市においても、国の改定の方針を踏まえ、強毒性のみを想定した現在の新型インフルエ

ンザ対策行動計画を見直すこととし、「強毒性」を基本としつつも、ウイルスの病原性、感染

状況等に応じて、柔軟な対策を迅速・合理的に実施できるよう改定します。 

 

２ 改定内容の概要 

（１）新型インフルエンザ発生段階の設定 

医療提供や感染拡大防止策等については、地域の発生段階に応じて柔軟に対応する必要

があります。 

 ア 地域ごとに判断する発生段階の拡大 

   国の改定により国内発生早期から地域ごとの発生段階を設定することになったので、

これに合わせた改定を行います（下図参照）。 

 イ 横浜市単位での発生段階の設定 

地域ごとの発生段階は、国と協議の上で都道府県が設定するとされていますが、本市

行動計画においては、市内の患者発生状況に応じて、本市独自に発生段階を設定するこ

ととします。 
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（２）市内発生に備えた医療体制の構築 

   現行の「発熱外来」を「帰国者･接触者外来」に名称変更し、海外発生期での設置に前倒

しします（現行の行動計画では国内発生早期に設置）。 

   また、電話相談窓口である「帰国者･接触者相談センター」を設置し、発生国からの帰国

者や患者の濃厚接触者で体調不良となった方の相談対応を行うこととします。 

   市内感染期においては、「帰国者･接触者外来」を終了し、原則として一般の医療機関に

おいて新型インフルエンザの患者の診療を行うこととします。 

 

（３）弱毒性のウイルスと判明した場合の対応 

   「帰国者･接触者外来」を終了し、全ての医療機関に対して必要な感染拡大防止策をとっ

た上で診察の受け入れ準備を行うよう要請することとします。 

   また、「帰国者･接触者相談センター」は「新型インフルエンザ相談センター」として、

市民等からの相談対応を行います。 

 

３ 改定までのスケジュール 
 

平成 23年 9月 20日 国の行動計画の改定 

11月 29日 横浜市新型インフルエンザ対策医療関係者協議会 

 医療関係者への改定内容に関する説明・協議 

12月 21日 平成 23年度 第 1回横浜市新型インフルエンザ対策推進会議 

横浜市行動計画改定素案の審議 

12月 22日  横浜市行動計画改定素案に関し、区局からの意見を募集 

（～平成 24年 1月 13日） 

平成 24年 2月～3月 

(予定) 

平成 23年度 第 2回横浜市新型インフルエンザ対策推進会議 

横浜市行動計画改定の確定 

 

４ 国の動向 

国は、新型インフルエンザ対策の実効性を高めるため法整備の検討を進めています。 

また、行動計画に基づき詳細な行動基準を示した「新型インフルエンザ対策ガイドライン」

の改定も予定されています。 
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